
内閣総理大臣杯第51回日本社会人ゴルフ選手権九州予選 

2020九州社会人ゴルフ選手権 
【と き】2020年８月30日（日）             ＜主催＞スポーツニッポン新聞社 

【ところ】北山カントリー倶楽部             ＜後援＞九州ゴルフ連盟、毎日新聞社 

＜協賛＞アサヒビール、住友ゴム工業、洋服の青山 

 

本競技は（公財）日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則（2019年1月施行）と、このローカルルールと競技の条件を適用 

する。これらの追加・変更については競技に適用される競技規定やプレーヤーへの注意事項を確認のこと。下記に参

照するローカルルールの全文については2019年1月発行の「ゴルフ規則のオフィシャルガイド」を参照すること。 

別途規定されている場合、または適用規則が明示されている場合を除き、ローカルルールの違反の罰は一般の罰。 

 

ロ ー カ ル ル ー ル 

 

１．アウトオブバウンズ（規則18.2） 

アウトオブバウンズは白杭または白線で定める（定義「アウトオブバウンズ」参照）。 

２．ペナルティーエリア（規則17） 

(a) ペナルティーエリアの限界が片側だけ定められている場合、そのペナルティーエリアは無限に 

広がっているものとみなす。 

(b) ペナルティーエリアの限界の一部がアウトオブバウンズの境界で定められている場合、その限界は 

アウトオブバウンズの境界と一致する。 

３．異常なコース状態（動かせない障害物を含む）（規則16） 

（ａ）修理地 

(１) 修理地は白線と青杭で標示する（定義「修理地」参照）。 

(２) 張芝の継ぎ目：ローカルルールひな型F-7を適用する。 

     （３）パッティンググリーンの前後のペイントマークと、ジェネラルエリアの芝草を短く刈ってあ

る区域にあるヤーデージマーキングペイントが球のライ、意図するスイング区域の障害とな

る場合（スタンスの障害は除く）、規則16.1に基づく救済を受けることができる。 

  （ｂ）動かせない障害物 

(1) 場内整理用の縄張り施設は障害物とみなす。 

(2) 排水溝は動かせない障害物とみなす。 

(3) 動かせない障害物に接している他の動かせない障害物は一体の動かせない障害物とみなす。 

(4) 動かせない障害物に白線で繋がれた区域はその障害物の一部とみなす。 

(5) 動かせない障害物によって囲まれた造園区域（花壇、低木の植え込みなど）はその障害物の 

一部とみなす。 

(6) 電磁誘導カート用のアスファルト道路は、その全幅をもって１つのカート道路とみなす。 

４．コースと不可分の部分 

(a) 巻物、ワイヤ、ケーブル等で樹木に密着している部分 

(b) ペナルティーエリア内にある護岸用の構築物 

５．クラブと球 

(a) 適合ドライバーヘッドリスト：ローカルルールひな型Ｇ-1を適用する。 

(b) 溝とパンチマークの規格：ローカルルールひな型Ｇ-2を適用する。 

(c) 適合球リスト・ローカルルールひな型Ｇ-3を適用する。 

※ 上記のローカル・ルール違反の罰：失格 

６．プレーの中断（規則５.７） 

プレーの中断及び再開の通報は以下の通り。 

    プレーの即時中断 ： １回の長いサイレン 

プレーの中断   ： 連続する３回のサイレン（繰り返し） 



プレーの再開   ： ２回のサイレン 

     注：危険な状況のためにプレーを即時中断する場合、すべての練習区域は委員会がプレーを再開するま

で閉鎖される。閉鎖された練習場で練習するプレーヤーには練習を止めるように勧告し、それでも練習

を止めない場合には失格となることがある。 

７．ホールとホールの間の練習（規則5.5b） 

ローカルルールひな型I-2を適用する。 

競 技 の 条 件 

８．スコアカードの提出 

  スコアアカードの提出はスコアリングエリア方式を採用する。 

９．順位の決定 

   18ホールを終了し１位にタイが生じた場合は、ＩＮコースのマッチング・スコアカード方式により、１

位を決定する（シニアの部も同様）。 

10．競技終了時点 

   本競技では最終の成績掲示がなされた時点をもって終了したものとみなす。 

 

注 意 事 項 

11．ローカルルールの追加、変更 

ローカルルールや競技の条件に追加や変更があるときは、スターティングホール付近に掲示して告示する。 

  12．練習 

練習は指定練習場にて行い、打放し練習場においては備え付けの球を使用すること。 

13．参加の取り消し 

委員会は競技中を含めいつでも、出場に相応しくないと判断したプレーヤーの参加資格を取り消すこと

がある。  

14. 目的外グリーンについて 競技規則13.1ｆに定める通り、救済を受けなければならない。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止策 
別紙に定める通り、行動基準に関するガイドラインとプレーに関するガイドラインを定めております。 

参加者各位の感染リスク軽減および、安心・安全のためのご理解とご協力をお願い申しげます。 

①検温の実施 

 受付にて検温を実施します。37.5度以上の熱または風邪の症状がある場合は参加をお断りさせていただきま

す。 

②参加誓約書（ＨＰに掲載）への署名 内容確認の上、ご署名ください 

 

※大会スタッフは全員マスク、フェイスシールドを着用させていただきます 

 

浴場・レストランの使用について 
＜浴場＞ 

・シャワーのみ使用できます。 

＜レストラン＞ 

・イスと机の間の間隔をあけ、ソーシャルディスタンスを確保した上で営業しております。 

 

 

競技委員長 


